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付保する保険 

 

１．第三者賠償責任保険 

乙又は乙より運営業務を直接委託され又は請け負った者は、運営期間において、次の条件

を満たす第三者賠償責任保険に加入する。 

 

保険契約者 乙  

被保険者  甲、乙、及びすべての運営業務受託者等（乙より運営業務を委託

され又は請け負った者のすべて。再受託又は下請けした者を含む。） 

保険期間 運営業務開始日から本契約終了まで 

てん補 

限度額 

対人 １名：１億円、１事故：10 億円 

対物 １事故：１億円 

免責事項  免責額 １事故：１千円以下 

特約事項  被保険者間交差責任担保特約 

 

※上記保険以外の付保については、乙が提案するものとする。なお、運営業務期間中の保険に

ついては、乙が上記の保険を付保した場合と同等の効果がある提案をし、甲が認めた場合に

は、上記の保険付保以外の措置によるものを認めることがある。 

 

 

 

 


